
 

事 務 連 絡  

令 和 ８ 年 ３ 月 ３ 日  

各  位 

厚真町産業経済課農業担当参事  

 

   「令和８年度農地利用効率化等支援事業」の要望調査について 

 このことについて、次により要望調査を実施しますので、希望の方は令和８年３月６日（金）まで

に必ずご来庁の上、関係書類の提出をお願いします。 

 また、本事業の概要・配分基準表は農業グループまたは厚真町ホームページでご確認ください。 

記 

１．農地利用効率化等支援事業（令和８年度当初予算） 

 融資主体支援タイプ ※条件不利地域支援タイプは募集しません。 

（１）事業内容 

  金融機関から融資を受け、農業用機械等を導入する農業者等に対し、補助金の交付を行う事業です。 

（２）補助率  事業費の３／１０以内（上限：３００万円 個人・法人問わず） 

 

 

 

（３）事業要件  

導入予定の機械等を活用し、令和１０年度までに２項目で成果目標（必須目標及び選択目標それぞれ 

１項目）を設定し、達成すること。 

必須目標 
付加価値額※の拡大 

※（収入総額―費用総額＋人件費） 

選択目標 

（１項目選択） 

①農産物の価値向上 

②単位面積当たり収量の増加 

③経営コストの縮減 

事業関連目標 

（ポイント算定する場合必須） 

⑤経営面積の拡大 

⑥労働時間の縮減  

⑦経営管理の高度化 

 

 

３．共通事項 

⚫ 令和９年３月までに事業完了できること（納品、支払の完了） 

⚫ 整備内容ごとの事業費が５０万円以上（本体価格）であること 

⚫ 地域計画に地域の中心となる経営体として位置付けられていること 

⚫ 園芸施設共済や農機具共済、民間業者の保険等に加入すること 

⚫ 成果目標の達成に直接に関連するもの 

⚫ 同種・同能力等のものの再度導入等（いわゆる単純更新）ではない 

⚫ 過去の本事業または経営体育成支援事業等に該当した場合は、設定した目標を達成していること 

 

４．受付期間 

   令和８年３月３日（火）～３月６日（金） 

    ※期限が短く大変申し訳ありませんが、期日中にご提出をお願いします。 

下記の①から③によって算定した額のうち、最も低い金額 

 ①事業費×３／１０ ②融資額 ③事業費－融資額－地方公共団体等による助成額 



５．必要書類 

（１）導入予定機材のカタログ、見積書 

（２）令和６年青色申告書等の収入総額、費用総額及び人件費がわかる書類 

（３）（簡易課税事業者の場合）消費税申告書の写し 

（４）参考資料１ 付加価値額拡大計画 

 （５）別紙 ポイント算定表 

 （６）別紙 導入機械規模算定表 

 

 また、導入予定機械が適切な規模算定がなっていない場合は、機械の見直しをお願いしますので、予め

整理してください。 

 

６．提出ボーダー 

 別紙のポイント算定において、１２点未満の場合は受付できません。 

 

７．提出先 

   厚真町役場 産業経済課 農業グループ （電話 0145-27-2419） 

 

  



別紙 ポイント算定表 

 

付加価値額の算定方法 

令和６年青色申告決算書において、収入－費用＋人件費（専従者給与を除く）として算出してください。 

 

【算定方法】 

① 個人経営の場合～青色申告決算書 

 
 

②  法人の場合～損益計算書・製造原価報告書・販売費及び一般管理費内訳書 

 
次のページでポンと算定をしてください。 

  



別紙 ポイント算定表  

 

次のア～エの該当に○をつけて、合計点数を算定してください。 

合計点数    点 （１０点以下の場合は提出できません。） 

 

ア  現 状 ポ イ ン

ト 

 直近年の付加価値額が以下のいずれかとなっている。  

 ａ 300 万円以上  １点  

 ｂ 600 万円以上  ２点  

イ  付 加 価 値 額

の 拡 大 率 目 標 ポ

イント 

 目標年度における付加価値額の目標の直近年からの拡大率が以下のいず

れかとなっている。 

 

 ａ ３％以上  １点  

 ｂ 10％以上  ２点  

 ｃ 15％以上  ３点  

 ｄ 20％以上  ４点  

 ｅ 30％以上  ５点  

ウ  付 加 価 値 額

の 増 加 額 目 標 ポ

イント 

（ア）目標年度における付加価値額の目標の直近年からの増加額が以下のい

ずれかとなっている。 

 

 ａ 100 万円以上 １点  

 ｂ 200 万円以上 ２点  

 ｃ 300 万円以上 ３点  

 ｄ 400 万円以上 ４点  

 ｅ 500 万円以上 ５点  

エ  以下のいず

れかの取組に該

当している。 

（令和８年２月

２４日以降に新

規に拡大する面

積のみ対象です） 

ａ 目標年度に現状より４ha（施設園芸作の場合は 20％、果樹作

の場合は 10％）以上の経営面積の拡大を行うこととしている。 
５点 

 

ｂ 目標年度に現状より３ha（施設園芸作の場合は 15％、果樹作

の場合は 7.5％）以上の経営面積の拡大を行うこととしている。 
４点 

 

ｃ 目標年度に現状より経営面積の拡大を行うこととしている、

又は目標年度に現状より２ha（施設園芸作の場合は 10％、果樹作

の場合は５％）以上の経営面積の拡大を行うこととしている。 

３点 

 

ｄ 目標年度に現状より１ha（施設園芸作の場合は５％、果樹作

の場合は 2.5％）以上の経営面積の拡大を行うこととしている。 
２点 

 

ｅ 上記ａからｄまでに該当しない経営体で、目標年度に現状よ

り経営面積の拡大を行うこととしている。 
１点 

 

 



別紙 機械規模算定 （導入機械ごとに整理してください。） 

 

１ 導入予定機械（名称／馬力・作業幅等の規格／台数）⇒                   

 

現有機（名称／馬力・作業幅等の規格／台数）⇒                       

 

対象機械の作業面積（ha） ⇒                  

 

対象機械の作業能力 ⇒  １時間あたり            a 

 

対象作物の作業時期 ⇒   月  日 ～  月  日 のうち、      日間 

 

対象機械の選定理由 ⇒                                    

 

 

２ 導入予定機械（名称／馬力・作業幅等の規格／台数）⇒                      

 

現有機（名称／馬力・作業幅等の規格／台数）⇒                       

 

対象機械の作業面積（ha） ⇒                  

 

対象機械の作業能力 ⇒  １時間あたり            a 

 

対象作物の作業時期 ⇒   月  日 ～  月  日 のうち、      日間 

 

対象機械の選定理由 ⇒                                    

 

 

 

３ 導入予定機械（名称／馬力・作業幅等の規格／台数）⇒                      

 

現有機（名称／馬力・作業幅等の規格／台数）⇒                       

 

対象機械の作業面積（ha） ⇒                  

 

対象機械の作業能力 ⇒  １時間あたり            a 

 

対象作物の作業時期 ⇒   月  日 ～  月  日 のうち、      日間 

 

対象機械の選定理由 ⇒                                    

 


